
災害時の避難が心配な方へ

西宮市キャラクター みやたん みにゃっこ

どんな人が支援の対象になるの？

『地域避難支援制度』とは、一人では移動が難しかったり、
情報を得ることが難しかったりする災害時に手助けが必要な人を、
自治会など身近な地域で支えやすくする仕組みのことです。

災害時は、地域の助け合い（共助の力）が何より心強いものです。
この制度を活用して、日ごろからの声掛けなどを行い、
地域で顔の見える関係づくりを行いませんか？

＜問合せ先＞地域避難支援制度の登録団体に関すること
西宮市 防災危機管理課 TEL 0798-35-3599 FAX 0798-36-1990
要介護認定を受けている方の名簿登録に関すること 高齢介護課 TEL 0798-35-3314
障害者手帳をお持ちの方の名簿登録に関すること 障害福祉課 TEL 0798-35-3147
難病の方の名簿登録に関すること 保健予防課 TEL 0798-26-3669
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自分の身は自分で守るという意識のもと、まずは自分でできる取り組みを行
いましょう。この制度は、地域の皆さんの活動の協力によって成り立つもので
す。自治会活動に参加するなど、日ごろから地域の皆さんと顔の見える
関係づくりを心がけましょう。

災害が起きたときは、支援される側もする側も被災者となり得ますので、
支援する側が責任を負うものではなく、状況によっては必ずしも支援が
受けられるものではないことをご理解ください。

自宅で生活している人のうち、
① 要介護３～5の認定をうけている人
② 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第1種をお持ちの人
（心臓、じん臓機能障害のみで該当する方は除きます）
③ 療育手帳Ａをお持ちの人
④ 精神障害者保健福祉手帳１・2級をお持ちの人
⑤ 市の生活支援を受けている難病の人
⑥ ①～⑤以外で登録団体が支援の必要を認めた人

地域からの支援を受ける場合のお願い

👆詳しくはこちら
西宮市ホームページ
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『地域避難支援制度』に登録するとどんなメリットが
あるの？

『避難支援』ってどんなことをするの？

支援したい気持ちはあるけど、責任を感じるなぁ
災害の時に支援できなかったらどうしよう
自分や家族のことで精いっぱいになるかも・・・

地域避難支援制度に登録すると、地域の中にいる避難行動要支援者といわれ
る、避難に支援が必要な人の名簿情報を提供します（対象者は裏面参照）。
日ごろからの声かけや、いざというときの安否確認、避難の手助けなど、
各団体で、『無理のない範囲で』・『できることから』活動をお願いしています。

地域の防災力アップ
地域のどこに、どんな支援が必要な人がいるのかを知ることができ、
地域の防災の取組みに役立てられます。

みやたんの『安否確認タオル』
支援が必要な人に１枚ずつ、みやたんが印刷された 『安否確認タオル』
を配布します。災害時や、防災訓練時に安否確認が簡単にできます。

避難に役立つ『リサイクル車いす』
災害時や訓練などにも活用できる『リサイクル車いす』を提供します。
（応募多数の場合は抽選）

緊急時は自動で電源ＯＮ！『緊急告知ラジオ』
支援が必要な人に１つずつ、『緊急告知ラジオ』を貸与します。

緊急時には自動で起動して、防災スピーカーの情報が流れます。

もしものために…『避難支援者保険』
避難支援の活動をされる方は、『避難支援者保険』に加入
できます。市で保険加入手続きや保険料の支払いを行います。

『地域避難支援制度』に登録できる団体って？

自治会、町内会、自主防災組織、地区社会福祉協議会
（地区社協）、マンション管理組合、地元企業など です。

災害時は誰しもが被災者となり、支援ができない場合は多々あります。
あくまでも任意の支え合いのため、責任を負うものではありません。
避難支援活動をされる方も、まずはご本人・ご家族の安全を確保してください。

『地域避難支援制度』のしくみ

日ごろから顔の見える関係ができていることが
地域の防災力アップに繋がります！！

登録の方法等、詳しくは西宮市防災危機管理課
（TEL 0798-35-3599）へお問い合わせください。
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①地域避難支援制度の団体登録

④登録者名簿の提供

②登録申請書を
送付

③制度に登録
（同意）

⑤普段の見守り
災害時の安否確認・避難の手助け

日頃からの
関係づくり


